
女性が就業継続し活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　　平成２９年１０月１日 ～ 平成３１年９月３０日（２年間）

２．取組内容

１）妊娠中や出産後の女性労働者の健康確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供

　　及び相談体制の整備の実施　　（相談窓口　総務課）
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